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３ 自転車に関する指導 

 

 自転車と歩行者による接触事故の増加が大きな社会問題となっている。 

 京都府内の学校における交通事故報告の７割以上が自転車乗車時の事故である。 

また、環境問題の解決にもつながる交通手段として改めて自転車が注目される

ようになっている。そのため、各校での交通安全指導でしっかりと「自転車」に

ついて取り扱い、児童生徒等が生涯を通じて安全に自転車を利用できるよう指導す

ることが大切である。 

 (1) 自転車の点検 

  ア 日常点検 

    自転車の整備不良は大きな事故につながる可能性があるため、日常点検は

たいへん重要である。自分の使用する自転車については、発達段階に応じて

自分で点検し、安全に使用しようとする姿勢を育てることが大切である。児

童生徒等には表 10のようなチェック項目を示し、日常点検を意識させると

ともに、不備がある場合には自転車販売店等に修理を依頼するよう指導する。 

 

 
表 10＜自転車日常点検項目（例）＞ 

 

 

 

チェック チェック箇所 点検の観点

サドル
・またがってハンドルを持った場合、両足先が軽く地面にとどき、状態が
  少し前に傾くよう調整され、固定されているか

ハンドル ・前の車輪と直角に固定されているか

ペダル ・曲がっていたり、すり減って足が滑るおそれがないか

ブレーキ ・前・後輪ともよくきくか

チェーン ・張り具合は適切か

タイヤ ・傷や穴はないか　溝と空気は十分か

警音器 ・よく鳴るか

前照灯（ライト） ・点灯するか

変速機 ・きちんと作動するか

尾灯 ・反射器材がついているか　汚れていないか
・後方からよく見えるか

① 目で見て、曲がり、へこみ、よごれなどの状態を確かめる。

② 音を聞いて、ガタツキ、ゆるみなどを調べる。

③ さわってみて、タイヤの空気圧や締め付けのゆるみなどを点検する。

④ 乗ってみて、バランス、ブレーキの具合などを確かめる。
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    オ 安全な走行 

    自転車交通事故の原因で最も多いのは、安全確認を十分に行わず飛び出す

ことによるものである。ルールを守り、安全に走行することを指導すること

で、事故の未然防止を図るようにする。       

 

 

 

 

荷物を積む時の
注意

・前カゴや荷台に固定し、歩行者の迷惑にならない。
・視野を妨げ運転の支障となったり、片寄って自転車の安定が悪くならない。
・荷台のひもが車輪などに巻き込まれない。
・野球のバットや釣竿などは手に持って乗らず、筒にバットや釣竿を入れ、荷台に
　くくる。

安全の確認と合図

・進行中にいきなり進路を変えることは危険なので行わない。
・走行中は合図をする場合の他は両手でハンドルを握り、前方ばかりでなく、側
　方や後方の車の動きにも注意する。
・合図を早めに正しく行う。
     停止・・・右腕を斜め下に出す。
     右折・・・手のひらを下にして右腕を横に水平に出す。
　　 左折・・・右肘を垂直に上に曲げる。

正しい発進と停止
の方法

・発進…見通しのきく道路の左側で、左側から自転車にまたがり右足をペダルにか
　　　　ける。後方と前方の安全を確かめ、右足から踏み出す。
・停止…後方の安全を確かめ、早めに合図を行い、静かに後輪ブレーキをかけ速度
　　　　を落としながら道路の左端に沿って左足を地面に着け停止し、左側に降り
　　　　る。

ブレーキのかけ方

・徐行したり停止したりする場合は、後輪ブレーキ(左ブレーキ)を静かにしめて
  スピードを加減する。
・やむを得ず急停止する場合には、両方のブレーキを強くかける。
・急停止する場合以外は後輪ブレーキ(左ブレーキ)を使用する。

自転車が通行する
ところ

・自動車と同じく車道を通ることが原則
・路側帯を通ることができるが、車道に出た時、右側通行にならない。
・「自転車歩道通行可」の標識や表示がある時は歩道も通行できる。
・普通自転車の運転者が幼児や児童の場合は歩道も通行できる。
・警察官や交通巡視員の指示に従って通行する。
・歩道を走行する場合は歩行者を優先し、徐行（ふらつかない程度の最も遅い
　速度、直ちに停止できる速度、大人の早足程度）しなければならない。
・歩道を走行する場合、歩行者の通行を妨げるおそれのある場合は、一時停止
　しなければならない。

横断の仕方

・自転車横断帯がある場合は、自転車横断帯を通る。
・自転車横断帯がなく横断歩道がある場合は、歩行者がいなければ自転車に
　乗って横断歩道を渡ることができる。（歩行者がいる場合は自転車から降り
　て横断する。）
・自転車横断帯も、横断歩道もない場合は、左右の見通しの良い所を選び、自
　動車が来ないことを確認し、直角に渡る。(斜め横断はしない。)
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※２ 第９次京都府交通安全計画 

京都府が策定した『明日の京都』の長期ビジョンや中期計画などを考慮しながら、

安全で円滑・快適な交通社会を実現するための陸上交通の安全に関する総合的かつ長

期的な施策の大綱。京都府交通安全対策会議が策定したもの。 

平成 23年度から同 27年度を計画期間としている。 

※３ 京都府自転車安全利用促進計画 

平成 23年から同 27年までの５年間を計画期間とした自転車の安全な利用の促進に

関する施策を総合的に推進するため計画。京都府が作成したもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高校生に対する
交通安全教育

・二輪車の運転者及び自転車の利用者として安全に道路を通行するために、必
  要な技能と知識を習得させる。
・交通社会の一員として交通ルールを遵守し、自他の生命を尊重するなど責任
  を持って行動できる健全な社会人を養成する。
・将来の運転者として備えておくべき安全意識を醸成するため、免許取得前の
  高校生に対して、参加・体験型の交通安全教育を推進する。
・小中学校等との交流を図るなど、高校生として果たしうる役割を考えさせる
  とともに交通安全活動への積極的な参加を促す。




